
目

次

告

示

○
平
成
三
十
年
度
青
森
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
専
決
第
一
号
）
の
要

領
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
財

政

課
）
…
一

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
の
解
除
（
河
川
砂
防
課
）
…
三

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
qqqqqqqqq（

同

）
…
三

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
商
工
政
策
課
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
八
戸
港
港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
港
湾
空
港
課
）
…
五

公
営
企
業

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
病

院

局

管

理

課
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
八
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
平

成
三
十
一
年
二
月
六
日
専
決
処
分
し
た
平
成
三
十
年
度
青
森
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
専
決
第
一

号
）
の
要
領
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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平成30年度青森県一般会計補正予算（専決第１号）

平成30年度青森県一般会計補正予算（専決第１号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ873,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
665,848,393千円とする。
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入
歳出予算補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円

５ 地 方 交 付 税 211,471,396 291,000 211,762,396
１ 地 方 交 付 税 211,471,396 291,000 211,762,396

９ 国 庫 支 出 金 101,801,178 582,000 102,383,178
２ 国 庫 補 助 金 61,291,420 582,000 61,873,420

歳 入 合 計 664,975,393 873,000 665,848,393

歳 出

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円

８ 土 木 費 70,571,381 873,000 71,444,381
２ 道 路 橋 梁 費 36,037,620 873,000 36,910,620

歳 出 合 計 664,975,393 873,000 665,848,393



青
森
県
告
示
第
八
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
の
で
、
土

砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
及
び
同
法
第
九
条
第
九
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

上
稲
元
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
上
稲
元
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

一

解
除
す
る
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

十
三
年
政
令
第
八
十
四
号
）
第
四
条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

青
森
県
告
示
第
八
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法

律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
七
条
第
四
項
及
び
第
九
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

上
稲
元
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
上
稲
元
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

一

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

（
図
面
省
略
）

二

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

十
三
年
政
令
第
八
十
四
号
）
第
四
条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
仮
称
）
ト
ヨ
タ
カ
ロ
ー
ラ
青
森
本
社

青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川
二
四
六
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ト
ヨ
タ
カ
ロ
ー
ラ
青
森
株
式
会
社

青
森
市
大
字
野
木
字
野
尻
六
一
の
四

代
表
取
締
役

大
柳
康
三
郎
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三

青
森
市
の
意
見
の
概
要

１

計
画
店
舗
前
道
路
は
、
小
・
中
学
校
の
主
な
通
学
路
と
は
重
な
っ
て
い
な
い
が
、
近
隣
に
筒

井
南
小
、
筒
井
小
、
筒
井
中
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
店
舗
の
工
事
中
及
び
開
店
後
、
安
全
に
十
分

注
意
を
払
う
こ
と
。

２

駐
車
場
法
に
定
め
る
路
外
駐
車
場
に
該
当
し
、
自
動
車
の
駐
車
の
用
に
供
す
る
部
分
の
面
積

が
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
場
合
に
は
、
駐
車
場
法
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

そ
の
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
基
準
を
満
た
す
こ
と
。

３

生
ご
み
を
排
出
す
る
際
に
は
可
能
な
限
り
水
き
り
を
徹
底
す
る
な
ど
、
ご
み
の
減
量
化
を
図

る
ほ
か
、
従
業
員
が
飲
食
し
た
後
の
空
き
缶
等
や
紙
製
廃
棄
物
に
つ
い
て
も
、
可
能
な
限
り
リ

サ
イ
ク
ル
に
努
め
る
こ
と
。

４

重
機
等
に
よ
る
除
排
雪
を
行
う
場
合
は
、
発
生
す
る
騒
音
に
よ
り
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
を

悪
化
さ
せ
な
い
よ
う
、
実
施
す
る
時
間
帯
等
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

５

騒
音
規
制
法
や
青
森
県
公
害
防
止
条
例
に
基
づ
く
届
出
を
要
す
る
送
風
機
や
ボ
イ
ラ
ー
等
の

設
備
を
設
置
す
る
場
合
は
、
規
制
基
準
を
遵
守
す
る
こ
と
。

６

夜
間
の
騒
音
レ
ベ
ル
最
大
値
予
測
結
果
に
お
い
て
基
準
値
を
超
過
し
て
い
る
地
点
が
あ
る
た

め
、
規
制
基
準
を
遵
守
す
る
よ
う
防
音
対
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
ほ
か
、
騒
音
に
関
す
る
苦
情

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
誠
実
に
対
応
し
、
解
決
に
努
め
る
こ
と
。

７

産
業
廃
棄
物
に
該
当
す
る
金
属
製
、
ガ
ラ
ス
製
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
廃
棄
物
は
、
産
業
廃
棄

物
と
し
て
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
。

８

屋
外
照
明
及
び
広
告
塔
照
明
に
つ
い
て
は
、
点
灯
時
間
及
び
強
さ
等
に
つ
い
て
も
配
慮
す
る

こ
と
。

四

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
三
十
一
年
二
月
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
十
八
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
エ
ダ
ス
ト
ア
八
重
田
店

青
森
市
造
道
二
丁
目
二
八
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

前
田
商
事
株
式
会
社

む
つ
市
小
川
町
二
丁
目
四
の
八

代
表
取
締
役

前
田
大
志

三

青
森
市
の
意
見
の
概
要

１

計
画
店
舗
前
道
路
が
、
造
道
小
学
校
の
通
学
路
と
重
な
る
こ
と
か
ら
、
店
舗
の
工
事
中
及
び

開
店
後
、
児
童
の
通
学
路
の
確
保
、
安
全
に
十
分
注
意
を
払
う
こ
と
。

２

駐
車
場
法
に
定
め
る
路
外
駐
車
場
に
該
当
し
、
自
動
車
の
駐
車
の
用
に
供
す
る
部
分
の
面
積

が
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
場
合
に
は
、
駐
車
場
の
車
路
等
の
構
造
及
び
設
備
に
つ

い
て
基
準
を
満
た
す
こ
と
。

３

生
ご
み
を
排
出
す
る
際
に
は
可
能
な
限
り
水
き
り
を
徹
底
す
る
な
ど
、
ご
み
の
減
量
化
を
図

る
ほ
か
、
従
業
員
が
飲
食
し
た
後
の
空
き
缶
等
や
紙
製
廃
棄
物
に
つ
い
て
も
、
可
能
な
限
り
リ

サ
イ
ク
ル
に
努
め
る
こ
と
。

４

重
機
等
に
よ
る
除
排
雪
を
行
う
場
合
は
、
発
生
す
る
騒
音
に
よ
り
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
を

悪
化
さ
せ
な
い
よ
う
、
実
施
す
る
時
間
帯
等
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

５

騒
音
規
制
法
や
青
森
県
公
害
防
止
条
例
に
基
づ
く
届
出
を
要
す
る
送
風
機
や
ボ
イ
ラ
ー
等
の

設
備
を
設
置
す
る
場
合
は
、
規
制
基
準
を
遵
守
す
る
こ
と
。

６

夜
間
の
騒
音
レ
ベ
ル
最
大
値
予
測
結
果
に
お
い
て
基
準
値
を
超
過
し
て
い
る
地
点
が
あ
る
た

め
、
規
制
基
準
を
遵
守
す
る
よ
う
防
音
対
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
ほ
か
、
騒
音
に
関
す
る
苦
情

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
誠
実
に
対
応
し
、
解
決
に
努
め
る
こ
と
。
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７

産
業
廃
棄
物
に
該
当
す
る
金
属
製
、
ガ
ラ
ス
製
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
廃
棄
物
は
、
産
業
廃
棄

物
と
し
て
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
。

８

計
画
地
が
景
観
計
画
区
域
内
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
青
森
市
景
観
計
画
に
定
め
る
大
規
模
行
為

景
観
形
成
基
準
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
。

四

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
三
十
一
年
二
月
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
十
八
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

八
戸
港
港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
八
戸

港
港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
十
八
日

八
戸
港
港
湾
管
理
者

青

森

県

代
表
者

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
八
日
付
け
で
青
森
県
報
に
お
い
て
そ
の
概
要
を
公
告
し
た
八
戸
港
港

湾
計
画
に
つ
い
て
変
更
し
た
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

危
険
物
取
扱
施
設
計
画

㈠

変
更
す
る
施
設

㈡

移
設
す
る
施
設

㈢

撤
去
す
る
施
設

２

水
域
施
設
計
画

変
更
す
る
施
設

３

外
郭
施
設
計
画
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地

区

名

種

別

水
深
（
メ
ー
ト
ル
）

バ
ー
ス
数

河
原
木
地
区

ド
ル
フ
ィ
ン
（
公
共
）

七
・
五

一

地

区

名

種

別

面
積
（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

河
原
木
地
区

危
険
物
取
扱
施
設
計
画

二
五

地

区

名

種

別

水
深
（
メ
ー
ト
ル
）

バ
ー
ス
数

河
原
木
地
区

ド
ル
フ
ィ
ン
（
公
共
）

七
・
五

四

地

区

名

種

別

水
深
（
メ
ー
ト
ル
）

バ
ー
ス
数

河
原
木
地
区

ド
ル
フ
ィ
ン
（
専
用
）

七
・
五

一

ド
ル
フ
ィ
ン
（
公
共
）

七
・
五

一

地

区

名

種

別

水
深
（
メ
ー
ト
ル
）

河
原
木
地
区

泊
地

七
・
五

航
路
・
泊
地

七
・
五

五
・
〇



新
た
に
追
加
す
る
施
設

４

臨
港
交
通
施
設
計
画

変
更
す
る
施
設

５

港
湾
環
境
整
備
施
設
計
画

新
た
に
追
加
す
る
施
設

二

港
湾
計
画
の
縦
覧
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

公

営

企

業

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
十
八
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

重
油
（
日
本
工
業
規
格

一
種
二
号
）

十
五
万
六
千
リ
ッ
ト
ル

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
病
院
局
運
営
部
管
理
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

青
森
県
立
中
央
病
院
外
来
棟
三
階

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

カ
メ
イ
株
式
会
社

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
三
丁
目
一
の
一
八

六

契
約
金
額

一
リ
ッ
ト
ル

六
十
五
円
四
十
四
銭
八
厘

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号

及
び
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第

一
項
本
文

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

二
度
の
入
札
に
付
し
た
が
落
札
者
が
な
く
、
そ
の
後
の
最
低
価
格
入
札
者
と
の
協
議
に
お
い
て

も
、
予
定
価
格
の
範
囲
内
の
価
格
提
示
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
当
該
入
札
案
件

を
不
調
と
し
て
終
了
し
、
予
定
価
格
等
の
見
直
し
を
行
い
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条

の
二
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
を
締
結
し
た
も
の
で
あ
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

地

区

名

種

別

延
長
（
メ
ー
ト
ル
）

河
原
木
地
区

防
波
堤

二
〇
八

地

区

名

名

称

起

点

終

点

車
線
数

河
原
木
地
区

臨
港
道
路
河
原
木

一
号
埠
頭
線

河
原
木
一
号
埠
頭

臨
港
道
路
白
銀
北

沼
線

四

臨
港
道
路
沼
館
豊

洲
線

臨
港
道
路
河
原
木

二
号
埠
頭
線

臨
港
道
路
河
原
木

一
号
埠
頭
線

二

臨
港
道
路
河
原
木

二
号
線

臨
港
道
路
白
銀
北

沼
線

臨
港
道
路
河
原
木

二
号
埠
頭
線

二

地

区

名

種

別

面
積
（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

河
原
木
地
区

緑
地

一


